
『住みたい美しいまち 多久』再生計画 変更申請 新旧対照表 
 

新 旧 

 

１ 地域再生計画の名称 

『住みたい美しいまち 多久』再生計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

佐賀県、多久市 

 

３ 地域再生計画の区域 

   多久市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

  

   《省略》 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

 

（５－１）全体の概要 

   公共下水道事業においては、平成１０年８月１０日に

下水道法の認可を受け事業を推進しているが、当該認可

の事業期間が１７年度末であること、また、汚水処理人

 

１ 地域再生計画の名称 

『住みたい美しいまち 多久』再生計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

佐賀県、多久市 

 

３ 地域再生計画の区域 

   多久市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

 

   《省略》 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

 

（５－１）全体の概要 

   公共下水道事業においては、平成１０年８月１０日に

下水道法の認可を受け事業を推進しているが、当該認可

の事業期間が１７年度末であること、また、汚水処理人 



口普及率が平成１６年度末で２６％に留まっているこ

とから、処理区域の拡大を図ることとし、平成１７年４

月２６日に変更認可の申請を行い、平成１７年７月２６

日に変更の認可を受けた。 

 

今回の汚水処理施設整備交付金で取り組む公共下水

道の事業地区は変更認可の、拡大区域の中の一部を対象

としているが、その対象地区である中多久地区、浦山地

区の両地区は市内各所に点在する石炭産業繁栄時の旧

炭鉱住宅街で、市内でも有数の住宅密集地であると同時

に、生活環境の改善が大きな課題となっている地区でも

ある。 

   また、浄化槽設置事業（個人設置型）については、「浄

化槽整備事業費国庫補助金交付要綱」に定める「水質汚

濁の著しい閉鎖性水域の流域（有明海流域）」の対象地

域として要件を満たしており、公共下水、農集排事業の

認可地区以外の地域を対象に整備を図り、両事業をベス

トミックスすることにより、機動的、横断的な汚水処理

施設整備を推進し、水洗化のスピードアップを図る。 

   また、多久市は、佐賀県の“へそ”部分に位置してお

り、伊万里・唐津市にある港湾への物流ルート及び県内

の商工業での輸送ルートにもなっている。更に、多久は、

県内観光地への分岐点でもあり、現在、市の中央部では

口普及率が平成１６年度末で２６％に留まっているこ

とから、処理区域の拡大を図ることとし、平成１７年４

月２６日に変更認可申請の事前協議を行っている。ま

た、変更申請にかかる認可については、平成１７年９月

頃の認可見込みである。 

今回の汚水処理施設整備交付金で取り組む公共下水

道の事業地区は変更認可の、拡大区域の中の一部を対象

としているが、その対象地区である中多久地区、浦山区

の両地区は市内各所に点在する石炭産業繁栄時の旧炭

鉱住宅街で、市内でも有数の住宅密集地であると同時

に、生活環境の改善が大きな課題となっている地区でも

ある。 

   また、浄化槽設置事業（個人設置型）については、「浄

化槽整備事業費国庫補助金交付要綱」に定める「水質汚

濁の著しい閉鎖性水域の流域（有明海流域）」の対象地

域として要件を満たしており、公共下水、農集排事業の

認可地区以外の地域を対象に整備を図り、両事業をベス

トミックスすることにより、機動的、横断的な汚水処理

施設整備を推進し、水洗化のスピードアップを図る。 

   また、多久市は、佐賀県の“へそ”部分に位置してお

り、伊万里・唐津市にある港湾への物流ルート及び県内

の商工業での輸送ルートにもなっている。更に、多久は、

県内観光地への分岐点でもあり、現在、市の中央部では 



商業地域の街並再生（区画整理）を実施していることか

ら、これらを“核”に東・西・南部方面からの流入形態

を市街地或いは各観光施設へ導く交通アクセスを確保

する。具体的には、国・県道からの支線となる基幹的市

道８路線約４．１ｋｍの拡幅工事を行うことにより、市

内外から流入する通行を市中心部へ容易に収容する。 
 
 《記載場所変更》 
 

   また、山間部においては、林道約１ｋｍの開設を行う

ことにより森林へのアクセスを確保し、森林施業の効率

化を図るとともに、間伐材等の林産物の搬出を容易にす

る。 

《記載場所変更》 

商業地域の街並再生（区画整理）を実施していることか

ら、これらを“核”に東・西・南部方面からの流入形態

を市街地或いは各観光施設へ導く交通アクセスを確保

する。具体的には、国・県道からの支線となる基幹的市

道７路線約３．７ｋｍの拡幅工事を行うことにより、市

内外から流入する通行を市中心部へ容易に収容する。道

整備に係る市道路線の認定については、道路法第 8条（市
村道の意義及びその路線の認定）に基づき、市長が市議

会の議決を得て認定されたものであり、各路線の認定年

月日は以下のとおりである。 
  【市道７路線分】   

納所・牛ノ尾線  Ｓ．５７．３．２４ 
   両の原・中小路線 Ｓ．５７．３．２４ 
   白仁田線     Ｓ．５７．３．２４ 
   別府・古賀山線  Ｓ．５７．３．２４ 
   山犬原・東原線  Ｈ． ８．６．２４ 
   中山・長尾線   Ｓ．５７．３．２４ 
   牟田辺・谷下線  Ｓ．５７．３．２４ 
    

また、山間部においては、林道約１ｋｍの開設を

行うことにより森林へのアクセスを確保し、森林施

業の効率化を図るとともに、間伐材等の林産物の搬

出を容易にする。なお、林道広平線については、成 



 

 

 

（５－２）法第四章の特別措置を適用して行う事業 

   

（１）汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

 

《省略》 

 
 （２）道整備交付金を活用する事業 
 
    対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手

続き等を了している。なお、整備箇所については、別

添の整備箇所を示した図面による。 
 
・市道８路線については、道路法に規定する市道認定済 
納所・牛ノ尾線  Ｓ．５７．３．２４ 

   両の原・中小路線 Ｓ．５７．３．２４ 
   白仁田線     Ｓ．５７．３．２４ 
   別府・古賀山線  Ｓ．５７．３．２４ 
   山犬原・東原線  Ｈ． ８．６．２４ 
   中山・長尾線   Ｓ．５７．３．２４ 
   牟田辺・谷下線  Ｓ．５７．３．２４ 

１３年度の佐賀東部地域森林計画に記載されて

いる。 

 

（５－２）法第四章の特別措置を適用して行う事業 

   

（１）汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

     
   《省略》 
 
 （２）道整備交付金を活用する事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   宮の前・牟田辺線 Ｓ．５７．３．２４ 
 
  ・林道（広平線） 
    森林法による佐賀東部地域森林計画（平成１３年度

樹立）に路線を記載。 
 
 ［施設の種類  （事業区域）   事業主体］ 
  市  道    （多久市）    多久市 
  林  道    （多久市）    多久市 
 
 ［事業期間］ 

市道（平成１７～２１年度） 
林道（平成１８～２１年度） 

 
 ［整備量及び事業費］ 

市道 ４．１㎞（計４．０７４㎞） 
林道 １．１㎞（計１．０８０㎞） 
総事業費      １，５５７，０００千円 
    （うち交付金 ７７８，５００千円） 

（内訳）市道     １，４７７，０００千円 
（うち交付金 ７３８，５００千円） 

林道        ８０，０００千円 

        （うち交付金  ４０，０００千円） 

 
 
 
 
 
   ［施設の種類  （事業区域）   事業主体］ 
    市  道    （多久市）    多久市 
    林  道    （多久市）    多久市 
 
   ［事業期間］ 

市道（平成１７～２１年度） 
林道（平成１８～２１年度） 

 
   ［整備量］ 

市道 ３．８㎞（計３．７７４㎞） 
林道 １．０㎞ 

 
   [事業費] 

総事業費    １，４５７，０００千円 
市道     １，３７７，０００千円 

（うち交付金６８８，５００千円） 
林道        ８０，０００千円 

        （うち交付金 ４０，０００千円） 



（５－３）その他の事業 

 

   《省略》①～③ 

 

   ④市内循環バス・路線バスのネットワーク充実 

    道路運送法第８０条第１項ただし書きの規定に基

づき、多久市自家用自動車有償バスの運行に関する

協議を市民代表者等の委員も加えて行い、平成１７

年１０月にバス運行をスタートし、これまで以上の

利便性向上を図っていく。 

 

６ 計画期間 

 

   《省略》 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

   

汚水処理人口普及率は、多久市の人口に対して、汚水

処理施設の利用可能な人口をもって定量的な数値が算出

されるため、客観的な目標達成の評価が可能である。 

   また、４に示す道整備交付金事業ならびに汚水処理施

設整備交付金事業における計画目標については、庁内に

おいて「地域再生計画推進会議」を設置し、事業の進捗

（５－３）その他の事業 

 

   《省略》①～③ 

 

   ④市内循環バス・路線バスのネットワーク充実 

    道路運送法第８０条第１項ただし書きの規定に基

づき、多久市自家用自動車有償バスの運行に関する

協議を市民代表者等の委員も加えて行い、平成１７

年１０月にバス運行を目指すと共に、これまで以上

の利便性向上を図っていく。 

 

６ 計画期間 

 

   《省略》 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

   

汚水処理人口普及率は、多久市の人口に対して、汚水

処理施設の利用可能な人口をもって定量的な数値が算出

されるため、客観的な目標達成の評価が可能である。 

   また、庁内において「交付金整備事業推進会議」（仮

称）を設置し、事業の進捗状況等の検討を行いながら、

達成状況の確認作業を随時行う。 



状況等の検討・公表を行いながら、達成状況の確認作業

を随時行う。 

 

８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が 
必要と認める事項 
 
  《省略》 

 
 
 
８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が 
必要と認める事項 
 
  《省略》 

 


